
特殊詐欺抑止対策電話装置

青森県警察では、振り込め詐欺などの特殊詐欺被害や不審電話に悩むご家庭に特殊詐

欺抑止対策電話装置、その名も

「振込め詐欺見張隊 新１１７（いいな）」
を貸出します！！

新１１７（いいな）

次のいずれかに該当し、青森県内に居住する世帯が貸し出しの対象となります。
１ 満65歳以上の方だけで構成される世帯
２ その他特に貸し出しが必要と認められる世帯

（特殊詐欺電話や不審電話にお悩みのご家庭）

約１００台あります。先着順となります。

対象世帯にお住まいの方及びそのご家族

利用申請書は、警察署・交番・駐在所で配布しています。
青森県警察のホームページからダウンロードすることもできます。

電話設置日からおおむね６か月間

貸出しの対象世帯

貸出し台数

貸出し期間

申請できる方

利用申請書

申請から設置まで

１ 利用申請書に必要事項を記載の上、貸出先の世帯を管轄する警察署の生活安全係へ
提出してください。
２ 警察署では、申請書の内容を確認し、設置できるかどうか協議します。
３ 設置ができると判断されれば、警察署の担当者が設置に伺います。

設置に関するお問い合わせは、最寄りの警察署の生活安全係までご連絡ください。



着信前に「この電話は振り込め詐欺などの犯罪防止のため、会話内容が自動録音

されます」とアナウンスが流れます。

高音質で、すべての会話を録音します。

受話器を置いた状態でこのボタンを２秒長押しすると、あらかじめ登録した電話番
号に発信し、「緊急事態発生」という音声を流します。
登録できる電話番号は最大４件です。

非通知からの着信を取り次がないようにすることができます。

着信許可の設定をした電話番号に対し、着信時に警告メッセージを流さないように

することができます。また、着信拒否の設定を した電話番号に対し、着信を拒否する
ことができます。

１ 警告メッセージ機能

２ 自動通話録音機能

３ たいへんだぁ～！ボタン機能

４ 非通知通話着信拒否機能

５ 着信許可・拒否機能

※ ４、５は電話回線契約会社とのナンバーディスプレイ契約が必要です。
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大変だぁ～！！！赤ボタン

操作ディスプレイ
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電話機と回線があれば使
用できます。

サイズもコンパクトで場所
をとりません。


